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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月23日(2020.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料位置での試料から回折されるＸ線エネルギーを検出するために用いられるＸ線回折
法システムにおける二次元検出器の空間的向きを決定する方法であって、
　前記試料位置に多結晶材料を配置するステップと、
　回折されたＸ線エネルギーがそれから出力されるように、Ｘ線ビームを前記多結晶材料
に向かって導くステップと、
　前記Ｘ線ビームの方向と検出器の検出面の中心から前記試料までの直線との間で定義さ
れる第１のスイング角において位置決めされた前記検出器を用いて、前記回折されたＸ線
エネルギーによって形成される第１の回折パターンを検出するステップと、
　前記第１のスイング角とは異なる第２のスイング角に位置決めされた前記検出器を用い
て、前記回折されたＸ線エネルギーによって形成される第２の回折パターンを検出するス
テップと、
　前記検出面上の前記第１及び第２の回折パターンの前記検出された位置を比較し、それ
に応答して前記空間的向きを決定するステップであって、前記第１及び第２の回折パター
ンの間の交差の点を特定し、それらの交点の相対位置を、既知の検出器の向きに対応する
予想される相対位置と比較することを含む、該ステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１及び第２のスイング角とは異なるスイング角において位置決めされた前記検出
器を用いて、前記回折されたＸ線エネルギーによって形成される少なくとも１つの追加の
回折パターンを検出し、前記検出面上の前記回折パターンの前記検出された位置を比較し
、それに応答して前記空間的向きを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記検出器の前記空間的向きを決定するステップは、前記試料の中心と前記検出器の検
出面の中心との間の軸の周りの、前記検出器の回転方向の向きを決定するステップを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記検出器の前記空間的向きを決定するステップは、前記検出器の検出面の平面内の軸
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の周りの、前記検出器の回転方向の向きを決定するステップを含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記軸は第１の軸であり、前記検出器の前記空間的向きを決定するステップは、前記第
１の軸に垂直な前記検出器の検出面の平面内の第２の軸の周りの、前記検出器の回転方向
の向きを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出器の前記空間的向きを決定した後に、それに対して較正プロセスの一部として
必要な調整を行うステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出器の前記空間的向きを決定した後に、所望の向きからの前記空間的向きの偏差
を補正するように、後続の回折法測定を補償するステップをさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　試料位置での試料から回折されるＸ線エネルギーを検出するために用いられるＸ線回折
法システムにおける二次元検出器の空間的向きを較正する方法であって、
　試料位置に多結晶材料を配置するステップと、
　回折されたＸ線エネルギーがそれから出力されるように、Ｘ線ビームを前記多結晶材料
に向かって導くステップと、
　前記Ｘ線ビームの方向と検出器の検出面の中心から前記試料までの直線との間で定義さ
れる複数の異なるスイング角において位置決めされた前記検出器を用いて、前記回折され
たＸ線エネルギーによって形成される複数の回折パターンを検出するステップと、
　前記検出面上の前記回折パターンの前記検出された位置を比較し、それに応答して前記
空間的向きを決定するステップであって、前記回折パターンの間の交差の点を特定し、そ
れらの交点の相対位置を、既知の検出器の向きに対応する予想される相対位置と比較する
ことを含む、該ステップと、
　前記検出器を較正された位置に向け直すように、前記回折パターンの相対位置に基づい
て、前記検出器の前記向きを調整するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記検出器の前記空間的向きを較正するステップは、前記試料の中心と前記検出器の検
出面の中心との間の軸の周りの、前記検出器の回転方向の向きを調整するステップを含む
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検出器の前記空間的向きを較正するステップは、前記検出器の検出面の平面内の軸
の周りの、前記検出器の回転方向の向きを調整するステップを含むことを特徴とする請求
項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記軸は第１の軸であり、前記検出器の前記空間的向きを調整するステップは、前記第
１の軸に垂直な前記検出器の検出面の平面内の第２の軸の周りの、前記検出器の回転方向
の向きを調整するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　試料位置での試料から回折されるＸ線エネルギーを検出するために用いられる、二次元
検出器を有するＸ線回折法システムにおいて、検出器の検出面の中心と、前記試料位置の
中心との間のロール軸の周りの前記検出器の角度配向を決定する方法であって、
　前記試料位置に多結晶材料を配置するステップと、
　前記回折されたＸ線エネルギーがそれから出力されるように、Ｘ線ビームを第１の方向
に沿って、前記多結晶材料に向かって導くステップと、
　前記ロール軸が、前記第１の方向に実質的に垂直となるように、前記検出器を位置決め
するステップと、
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　前記検出面の前記中心の極めて近傍にある、前記回折されたＸ線エネルギーによって形
成される回折パターンの実質的に線形な部分を検出し、前記検出器の画素アレイに対する
前記線形な部分の向きを識別するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記検出器の前記角度配向を決定した後に、それに対して較正プロセスの一部として必
要な調整を行うステップをさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出器の前記角度配向を決定した後に、所望の向きからの前記角度配向の偏差を補
正するように、後続の回折法測定を補償するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
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